
 

船舶事故等調査報告書 

                                   平成２３年１１月２４日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１仙第２２号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２３年２月２６日 １９時３０分ごろ 

発生場所 宮城県南三陸町歌津埼東方沖 

 歌津埼灯台から真方位１３４°１.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３８°４１.１′ 東経１４１°３４.７′） 

事故等調査の経過  平成２３年４月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 第十六咲
さき

丸、１９トン 

 ２６０－２８９９８熊本、パールライン株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

甲板員、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、甲板員が操船し、歌津埼東方

沖を北海道室蘭市室蘭港へ向けて約１０ノットの対地速力で北進中、平成

２３年２月２６日１９時３０分ごろ同埼東方沖に設置されていた養殖施設

に進入した。 

本船は、プロペラに養殖施設のアンカーロープが絡まって航行不能とな

った。 

甲板員は、目視及びレーダーで見張りを行っていた。 

甲板員は、歌津埼東方沖を何度か航行したことがあり、養殖施設が陸岸

から１～２Ｍの水域に設置されていることを知っていた。 

甲板員は、陸岸から２～３Ｍ離しているつもりでいた。 

付近を航行していた船舶が、海上保安庁に通報し、本船は、来援した巡

視艇により宮城県気仙沼市気仙沼港へえい
．．

航された。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 西、波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 船長は、当時、船室で休息していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、歌津埼東方沖を北進中、操船中の甲板

員が、陸岸から約２～３Ｍ離していると思い、船

位の確認を適切に行っていなかったことから、養

殖施設に接近していることに気付かずに航行し、

養殖施設に進入してプロペラに養殖施設のアンカ

ーロープが絡まって航行不能となったものと考え

られる。 



 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、歌津埼東方沖を北進中、操船中の甲

板員が、陸岸から約２～３Ｍ離していると思い、船位の確認を適切に行っ

ていなかったため、養殖施設に接近していることに気付かずに航行し、養

殖施設に進入してプロペラに養殖施設のアンカーロープが絡まったことに

より発生したものと考えられる。 

 




